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平成S1年度における裁判官の配置，

裁判事務の分配,代理順序及び開廷日割

(平成31年1月16日一部改正）

(平ハゼ3 1年:；月25日 一部改正）

（平成31年4月1日 一部改正）

松江地方裁判所



第1 裁判官の配置

（裁判官の配置）

第1条裁判官の配置は，別紙第1のとおりとする。

第2裁判事務の分配及び開廷日割

（通則）

第2条本庁の各部又は各支部の裁判官に対する裁判事務の分配は，本定めに

規定があるものを除き， 当該部又は当該支部においてこれに定める。

2 本庁の各部の裁判官の裁判事務分配は別紙第2の定めるところによる。

3 本庁及び各支部の開廷日割は，別紙第3のとおりとする。

4 簡易裁判所の裁判官に対する裁判事務の分配及び開廷の日割は，別紙第4及

び同第5のとおりとし， 「事件種別」欄記載の事件種別ごとに， 「担当者」

欄記載の裁判官が処理するものとし，担当裁判官が複数である場合には，受

理の順に， 「分担割合」欄記載の割合に従い，前年度に引き続いて順次配付

する。

（通信傍受法に基づく傍受原記録の保管）

第3条出雲支部，浜田支部，益田支部及び西郷支部における犯罪捜査のための

通信傍受に関する法律に基づく傍受の原記録の保管事務は本庁において取り扱

ｰ

フ。

2傍受の原記録の保管事務は，刑事部総括裁判官が処理する。

（事件の回付）

第4条本庁又は支部の裁判官は，地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則に定

める管轄区域に属する事件であることを理由として，その担当事件を管轄する

支部又は本庁に回付することができる。

2 本庁又は支部の裁判官は， その担当事件と関連する事件を担当する他の支部

の裁判官又は本庁の裁判官若しくは合議体の裁判長と協議し，その協議が整っ

たときには， その担当事件を当該支部又は本庁に回付することができる。
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3 前項の規定によって回付された事件は，協議をした裁判官に配付することと

し，その場合には， 当該裁判官は第2条に従って当該事件の配付を受けたもの

とする。

4第1項及び第2項以外の理由により，松江地方裁判所事務処理規程の定めに

従い，常任委員会の決議を経て事件が回付された場合にも，前項後段の例によ

る。

第3裁判事務の代理順序

（裁判長，裁判官の代理）

第5条本庁の民事部又は刑事部各合議体において，裁判長に差し支えがあると

きは，その合議体の次順位の裁判官が代理し，その他の裁判官に差し支えがあ

るときは，同じ部の権限を有する裁判官が代理する。

2 －人制事件の裁判官に差し支えがあるときは，同じ部の権限を有する裁判官

が代理する。

3 前二項の定めによっても， なお，裁判官に差し支えがあるとき並びに支部及

び簡易裁判所の裁半ll官に差し支えがあるときは，別紙第6で定めるところによ

り，代理裁判官（同順位の裁判官が複数いる場合には，所長が指名する裁判官）

が代理する。

（準抗告事件の代理）

第6条刑訴法第429条の準抗告事件（法律により刑訴法第429条第1項の

手続の例によるとされる不服申立て事件を含む。 ）については，公訴提起され

たときにその基本事件の分配を受けることになる唯一の裁判官（法定合議事件

については合議体を構成する裁判官）及び既にその分配を受けた裁判官は除外

し，前条により順次代理する。

第4 司法行政事務の代理順序

（所長等の代理）

第7条所長，支部長及び簡易裁判所司法行政事務掌理者の司法行政事務の代理
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順序は，別紙第7のとおりとする。

2前項によることができないときは，所長が指名する裁判官が代理する。

附則

この定めは平成31年1月1日から実施する。

附則

この定めは平成31年1月16日から実施する。

附則

一ソ定"､If平成3 1年3月25日か!､,実施す．ろ

附則

この定めは平成31年4月1日から実施する。
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(別紙第1）

裁判宮の 配置
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簡裁判事（司掌者）

簡裁判事

(兼） 啓
稔

浅川

宮部

13 ノ1 1本簡裁

孝簡裁判事（兼） 原
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簡裁判事

簡裁判事（代行）

崖 山竹田
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(別紙第2）

裁判事務の分配

1 合議事件

－6－

事ド
酋
一別 事 件 種 別 担 当

民
事
事
件

合議制訴訟事件
合議制再審事件
簡裁事件に関する控訴・抗告事件
民訴法の除斥・忌避申立事件
行政事件
地方自治法第242条の3第2項及び同法第243条の2第5項
の規定に基づく訴訟並びにこれらを本案とする保全命令事件
人身保護事件
会社更生事件
消費者裁判手続特例法の規定に基づく共通義務確認訴訟
その他の合議制事件

民事部合議体

刑
事
事
件

合議制公判請求事件
合議制再審請求事件
付審判請求事件
刑訴法第429条の準抗告事件（法律により刑訴法第429条第
1項の手続の例によるとされる不服申立て事件を含む。 ）
刑訴法の忌避・回避申立事件
組織的犯罪処罰法第62条第1項，第65条第1項の各請求事件
(麻薬特例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規定によ
るものとされる同種請求事件を含む。 ）

対象事件からの除外に関する事件（裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律第3条第1項）
裁判員等の不選任請求等の却下に対する異議申立事件（同法第3
5条第1項，第94条第1項（第47条第2項により準用される
場合を含む。 ） ）
裁判員等の解任請求事件の地方裁判所への送付事件（同法第41
条第2項後段）
裁判員等の解任請求の簡易却下に対する異議申立事件（同法第4
2条第1項，第41条第2項前段）

地方裁判所への通知事件（同法第43条第2項）

裁判員等の解任請求却下に対する異議申立事件（同法第42条第
1項，第41条第2項後段）

刑事部合議体

民事部合議体

本庁単独係と民
事部裁判官の合
議体
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事件別 事 件 種 別 担 当

民
事
事
件

一人制訴訟事件（通常，手形，小切手）
消費者裁判手続特例法の規定に基づく簡易確定決定に対する異議
後の訴訟事件
配偶者暴力に関する保護命令事件
不動産登記法第108条の規定に基づく仮登記仮処分事件
民事保全異議・取消し事件
調停事件
民事・借地・商事各非訟事件
過料事件
仲裁関係事件
船舶所有者等責任制限事件
油濁損害賠償責任制限事件
労働審判事件
労働審判事件から移行した訴訟事件
破産事件（同時廃止）
破産事件（管財）
民事再生事件（通常）
特別清算事件
会社更生事件
企業担保権実行事件
消費者裁判手続特例法の規定に基づく簡易確定手続
民事再生事件（個人）
不動産執行事件
債権執行事件
財産開示事件（民事執行法第206条の規定に基づく過料事件を
含む。 ）
執イ・ロ・ハ事件に対する執行異議事件
保全命令事件
証拠保全事件
訴え提起前の証拠収集処分事件
共助事件
民事雑事件
執行雑事件

民事部の裁判官

刑
事
事
件

一人制公判請求事件
一人制再審請求事件
証人尋問請求事件
証拠保全事件
共助事件
刑訴法第430条の準抗告事件（法律により刑訴法第430条第
1項の手続の例によるとされる不服申立て事件を含む。 ）
執行猶予取消請求事件
刑事雑事件
訴訟費用負担請求事件
刑事補償請求事件
費用補償請求事件
訴訟費用執行免除の申立て事件
上訴権回復請求事件
刑訴法第96条第3項の保釈保証金没取請求事件
裁判の解釈の申立て事件
裁判の執行の異議の申立て事件
刑法第52条の刑の決定請求事件
訴訟費用の額の算定申立事件
刑事損害賠償命令事件

刑事部の裁判官

※ただし，証人尋問請

求事件及び証拠保全事

件については，刑事
部・民事部の裁判官
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事件別 事 件 種 別 担 当

そ
の
他
の
事
件

起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者

の指定手続（検察審査会法第41条の9第1項）

各種令状請求事件
第1回公判期日前の勾留に関する処分請求事件
勾留理由開示請求事件
第1回公判期日前の組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法による没
収・追徴保全に関する処分請求事件
被疑者国選弁護人の選任請求事件
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等
に関する法律に関する申立て

法定合議事件
民事部の裁判官
上記以外の単独事
件
刑事部の裁判官

民事部・刑事部裁
判官全員



(別紙第3）

開 廷 日 割

■
－ －－

備考火 水 木庁別

単独 単独民事 合議

本 庁

合議 単独刑事 単独 単独

4

単独民事 単独※ 単独 単独単独 ※火曜日は随時開廷
凸

出雲支部

単独単独 単独刑事 単独 単独※ ※火曜日は随時開廷

１
１
１

単独※民事 単独 単独
※第2，第4，第5金曜
日に開廷浜田支部

単独※単独刑事 単独

単独※単独民事 単独
※第1，第3金曜日に開
廷益田支部

単独 単独※刑事 単独

｜

’

単独※民事

西郷支部 ※3か月に2回開廷

単独※刑事

ｰ
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(別紙第4）

裁 判 事 務 の 分 配

1 松江簡易裁判所(民事）

（注）

1 事件を配付すべき裁判官においてその事件を取り扱うことができない場合又は当該事件
が差戻事件で配付すべき裁判官がその事件の原裁判をした裁判官である場合であって，同種
の事件を担当する裁判官が2名以上いるときは， 当該事件を次順位の裁判官に配付し，先の
裁判官には次に受理した同種事件を配付する。
2各裁判官に各別に配付された数個の同種事件が関連し，併せて担当するのを相当とする
ときは，双方の裁判官の協議により配付替えをすることができる。この場合， 当該裁判官は
併せて担当することになった件数の事件の配付を受けたものとし，他の裁判官にはその直後
に受理した新件を補充配付する。

3手形訴訟，小切手訴訟及び少額訴訟の終局判決に対する異議事件は， 当該判決をした裁
判官に配付する。ただし， 竹IIIj雀也裁判官に配付された少額訴訟事件の少額訴訟の終局判決
に対する異議事件は，澤裁判官に2分の1，小林裁判官に2分の1の割合で配付する。

4 ↑11 1 1 if山裁判官に配付された少額訴訟事件が通常手続に移行した後は，澤裁判官に2分
の1，小林裁判官に2分の1の割合で配付替えする。
5民事再審事件は原裁判をした裁判官に配付する。ただし，その裁判官がいないときは，
受理の順に各裁判官に順次配付する。

6本案訴訟その他基本となる事件に付随する各種申立て又は申出事件は，基本事件を担当
する裁判官に配付する。

7調停事件担当の裁判官が，配付を受けた事件の調停主任となる。ただし，職権により自
庁調停に付した事件は本案訴訟事件の担当裁判官が調停主任となる。

8執務時間外に申立てを受けた緊急を要する民事保全申立事件等は，本庁及び松江簡易裁
判所裁判官の申合せによる執務時間外の令状等当番裁判官が担当処理する。ただし， 当該裁
判官がこれを処理する権限を有しないときは，次の日の当番裁判官が担当処理し，その裁判
官が権限を有しないときは，順次その後日の権限を有する裁判官が担当処理する。
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事 件 種 別 担 当 者 分担割合 開廷日

訴訟事件(通常,手形,小切手）

再審事件

督促異議訴訟事件

簡裁判事澤 実

簡裁判事小林幹典

4分の3

4分の1

火,木(第2，4，5）

木(第1，3，5）

少額訴訟事件
簡裁判事 ′| 、 ｜ |： 刺、 曲

簡裁判事竹 ｜ | ｜ 」童山

2分の1

2分の1

1舌(輔1 、 可 " ●
3）

木(第4),金(第4）

職権調停事件
簡裁判事澤 実

簡裁判事小林幹典

4分の3

4分の1

火,木(第2，4，5）

木(第1 ， 3 ， 5）

申立調停事件
簡裁判事澤 実

間数判'|i: 'l 、 || !|li， 典

-1

.-1

／ 、

Ｊ
、
』

７
／
Ｊ
”

P

!F/) l

月,水,木(第1，3）

イ 、● |< ( 11", -l j

民事保全事件

起訴前の和解事件

簡裁判事澤 実

簡裁判事小林幹典

全 部

適 宜

随時

随時

公示催告事件

借地非訟事件

過料事件

共助事件

簡裁判事小林幹典 全 部 随時

その他の民事事件 簡裁判事澤 実 全 部 随時



2松江簡易裁判所(刑事）

（注） 事件種別欄※1の各事件については，本庁及び松江簡易裁判所裁判官の申合せに
従って担当する裁判官に配付する。
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事 件 種 別 担 当 者 分担割合 開廷日

公判請求事件

再審請求事件
簡裁判事小林幹典 全 部 月

交通切符略式命令請求事件
簡裁判事小林幹典

簡裁判事竹出達也

2分の1

2分の1

木(第2）

木(第4）

待命略式命令請求事件
簡裁判事澤 実

簡裁判事小林幹典

2分の1

2分の1

随時

随時

上記外の略式命令請求事件
簡裁判事竹 II I if Ill

簡裁判事小林幹典

3分の1

3分の2

随時

随時

証人尋問請求事件
証拠保全事件

共助事件
刑事雑事件

簡裁判事澤 実 全 部 随時

刑事補償請求事件

費用補償請求事件
訴訟費用執行免除の申立て事件
上訴権回復請求事件

刑訴法第96条第3項の保釈保証金没
取請求事件

裁判の解釈の申立て事件
裁判の執行の異議の申立て事件
刑法第52条の刑の決定請求事件
訴訟費用負担請求事件
訴訟費用の額の算定申立事件

簡裁判事小林幹典 全 部 随時

※1

各種令状請求事件（警察官職務執行法
第3条の保護許可状請求を含む。 ）
第1回公判期日前の勾留に関する処分
請求事件
勾留理由開示請求事件
心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察等に関する法
律第24条第2項事件

被疑者国選弁護人の選任請求事件

松江簡裁配置の全裁判官
(注） (注）

随時
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庁 名 事件種別 担 当 者 分担割合 開廷日

雲南簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事小林幹典 全 部
火，金

火（第3）

出雲簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事原 孝 全 部

月 （民事のみ）

火，木

木(第2 ， 4）

浜田簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事宮部 稔 全 部
火，木

木(第2 ， 4）

益田簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事宮部 稔 全 部
月 ' 水

水(第2 ， 4）

川本簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事原 孝 全 部
水(第1 、 3）

木（第3）

西郷簡裁

民事各種事件

刑事各種事件

交通切符

簡裁判事竹 | | | j進 山 全 部
月 ， 水

火
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裁判事務の代理順序

（注） 「松江簡裁執務」 とは，別紙第4において，松江簡易裁判所の事件を分担
している裁判官をいう。ただし，松江簡裁執務の裁判官に差し支えのある場合
は，松江簡易裁判所のその他の裁判官の中から所長が指名する裁判官が代理す
る。
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本 官 代 理 裁 判 官

本庁民事部裁判官 本庁刑事部裁判官

本庁刑事部裁判官
1本庁民事部裁判官

2出雲支部の裁判官

出雲支部裁判官 本庁の権限のある裁判官

浜田支部裁判官 同 上

益田支部裁判官 同 上

西郷支部裁判官 同 上

松江簡裁裁判官
1松江簡裁執務の他の裁判官

2出雲簡裁の裁判官

雲南簡裁裁判官
1
松江簡裁執務の他の裁判官
(ただし，代行裁判官を除く。 ）

2出雲簡裁の裁判官

出雲簡裁裁判官

1 出雲簡裁の他の裁判官

2
松江簡裁執務の裁判官
(ただし，代行裁判官を除く。 ）

浜田簡裁裁判官

1浜田簡裁の他の裁判官

2出雲簡裁の裁判官

3
松江簡裁執務の裁判官
(ただし，代行裁判官を除く。 ）

益田簡裁裁判官

1益田簡裁の他の裁判官

2出雲簡裁の裁判官

3
松江簡裁執務の裁判官
(ただし，代行裁判官を除く。 ）

川本簡裁裁判官

1 出雲簡裁の他の裁判官

2
松江簡裁執務の裁判官
(ただし，代行裁判官を除く。 ）

西郷簡裁裁判官
1西郷支部てん補の裁判官

2松江簡裁執務の他の裁判官
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本 官 代 理 裁 判 官

所 長
1堀部

■ 二

元一

2本村曉宏

出 雲 支 部 長 堀部麻記子

浜 田 支 部 長 堀部
丘 今

元一

益 田 支 部 長 本村曉宏

西 郷 支 部 長
子
宏

記麻
曉

部
村

堀
本

１
２

松江簡裁司法行政事務掌理者 澤 実

雲南簡裁司法行政事務掌理者 澤 実

出雲簡裁司法行政事務掌理者 原 孝

浜田簡裁司法行政事務掌理者 宮部 稔

益田簡裁司法行政事務掌理者 宮部 稔

川本簡裁司法行政事務掌理者 阿保賢祐

西郷簡裁司法行政事務掌理者 堀部麻記子


